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項⽬  基準

6  塩素酸  0.6mg/L以下
7  クロロ酢酸  0.02mg/L以下
8  クロロホルム  0.06mg/L以下
9  ジクロロ酢酸  0.03mg/L以下
10  ジブロモクロロメタン  0.1mg/L以下
11  臭素酸  0.01mg/L以下
12  総トリハロメタン  0.1mg/L以下
13  トリクロロ酢酸  0.03mg/L以下
14  ブロモジクロロメタン  0.03mg/L以下
15  ブロモホルム  0.09mg/L以下
16  ホルムアルデヒド  0.08mg/L以下

※1︓⼈の健康に関連する項⽬

※建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律
建築物衛⽣法※に該当する施設では１年ごとに１回（６〜９⽉までの間）の検査が義務付けられています

項⽬の説明

消毒副⽣成物
（塩素消毒によって増え

る物質）
健康※1


